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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【公開番号】特開2012-27405(P2012-27405A)
【公開日】平成24年2月9日(2012.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2012-006
【出願番号】特願2010-168579(P2010-168579)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｇ   3/36     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/34     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/35     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/133    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｇ   3/36    　　　　
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６５０Ｍ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６３１Ｖ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６３２Ｆ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６１２Ｕ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｌ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２３Ｃ
   Ｇ０９Ｇ   3/34    　　　Ｊ
   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６１１Ａ
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３９０Ｃ
   Ｇ０９Ｆ   9/35    　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/133   ５１０　
   Ｇ０２Ｆ   1/133   ５３５　

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月16日(2013.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　ゲートドライバ５２は、タイミング制御部４３によるタイミング制御に従って、液晶表
示パネル２内の各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ）を、前述した
ゲート線Ｇに沿って線順次駆動するものである。一方、データドライバ５１は、液晶表示
パネル２の各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ）へそれぞれ、タイ
ミング制御部４３から供給される、映像信号Ｄ４に基づく映像電圧を供給するものである
。すなわち、サブ画素２０ＲにはＲ用の画素信号Ｄ４ｒを供給し、サブ画素２０ＧにはＧ
用の画素信号Ｄ４ｇを供給し、サブ画素２０ＢにはＢ用の画素信号Ｄ４ｂを供給し、サブ
画素２０ＷにはＷ用の画素信号Ｄ４ｗを供給する。具体的には、データドライバ５１は、
映像信号Ｄ４に対してＤ／Ａ（デジタル／アナログ）変換を施すことにより、アナログ信
号である映像信号（上記映像電圧）を生成し、各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，
２０Ｂ，２０Ｗ）へ出力する。このようにして、映像信号Ｄ４に基づく表示駆動が、液晶
表示パネル２内の各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ）に対してな
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されるようになっている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　Ｍｉｎ選択部６５は、Ｓｗ＿１，Ｓｗ＿２のうちの最小のもの（信号レベルが小さいほ
う）を、Ｓｗとして選択して出力するものであり、前述の（１８）式に対応する演算処理
を行う部分である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　ここで、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造における色再現特性をＨＳＶ色空間にお
いて表わすと、上記したＷのサブ画素における透過率ピークの変動がないものとすると、
理想的には例えば図９に示したようになる。すなわち、白色色度点を中心とした回転対象
の色空間となる。ただし、実際には、上記したように信号レベルに応じてＷのサブ画素に
おける透過率ピークの変動が生じるため、比較例（従来）に係るＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色の
サブ画素構造における色再現特性は、例えば図１０に示したようになる。すなわち、白（
Ｗ）から青（Ｂ）側の色（色相）において、明るい（明度Ｖの値が大きい）領域が存在す
る一方、黄色（Ｙ）を中心としてマゼンダ（Ｍ）からシアン（Ｃ）の色範囲（色相）にお
いて、暗い（明度Ｖの値が小さい）領域が存在することになる。なお、このときの明度Ｖ
の値が大きいほど、消費電力の削減効果が高いことを示すことになる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
［変形例１］
　変形例１に係る液晶表示装置は、上記実施の形態の液晶表示装置１において、ＢＬレベ
ル算出部４２１が、以下説明する、Ｒ，Ｇ，Ｂに共通のＬＵＴ（後述する共通ＬＵＴ７０
）を用いるようにしたものである。すなわち、ＢＬレベル算出部４２１が点灯信号ＢＬ１
を生成する際に、上記実施の形態とは異なり、映像信号Ｄ１の色度と、その色度において
表現可能な最大信号レベルもしくはその最大信号レベルの逆数と、の関係を予め規定して
なるＬＵＴ（第２のルックアップテーブル）を用いている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
　すなわち、一般に、バックライトの輝度は、急激に変化させるとバウンシングが生じて
しまうなどの問題があるため、ある程度の時定数を持って変化している。ここで、例えば
色のグラデーションがスクロールしている場合などを考えると、明度Ｖの最大値が急峻に
下降している部分がバックライトの境界部分に到達すると、ＢＬレベル算出部４２１は、
バックライトの輝度を急激に大きくさせようとすることになる。ところが、上記したよう
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に、バックライトの輝度はある時定数でしか変化しないため、その領域の輝度および色度
は正確に表現されず、「暗い」部分が生じてしまうのである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
　すなわち、例えば図１７（Ａ）中の符号Ｐ２１で示したように、（１／Ｖ）が急峻に変
化している部分（領域）では、例えば図１７（Ｂ）中の符号Ｐ２２で示したように、その
変化量が上記閾値以下に制限される（緩やかになる）ようにするのが望ましい。同様に、
例えば図１８（Ａ）中の符号Ｐ３１および図１９（Ａ）中の符号Ｐ４１で示した部分（領
域）についても、例えば図１８（Ｂ）中の符号Ｐ３２および図１９（Ｂ）中の符号Ｐ４２
で示したように、上記変化量を制限するようにするのが望ましい。
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